
７ 吉岡町役場 ☎ 54—3111（代表）

ニュース納期限5月1日㊊
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

今月の納税今月の納税

固定資産税………第1期

　

パ
ス
ポ
ー
ト
の
受
取
時
間
が
、

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

に
な
り
ま
す
。

　

受
取
時
に
は
パ
ス
ポ
ー
ト
の
内

容
確
認
な
ど
を
行
う
の
で
、時
間

に
余
裕
を
持
っ
て
来
庁
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、申
請
時
間
は
午
前
９
時

旅
券（
パ
ス
ポ
ー
ト
）の
受
取
時
間

４
月
か
ら
変
更
し
ま
す

～
午
後
４
時
30
分
と
な
る
の
で
、

お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

※
土
日
、祝
日
お
よ
び
年
末
年
始

（
12
月
29
日
～
１
月
３
日
）は
取
扱

い
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課 

町
民
サ
ー
ビ
ス
室

☎
26
・
２
２
４
４（
直
通
）

群馬大学

敷島公園

上毛大橋上毛大橋

群馬総社駅

岩神町４丁目

岩神町

岩神町４丁目

岩神町
大渡橋大渡橋大渡橋西詰

総社町総社

高井町１丁目高井町１丁目

大松

関
越
自
動
車
道

JR
上
越
線

利
根
川

実
施
に
伴
い
、
町
の
一
部
区
間
で
交
通
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
。

▼
実
施
日
　
４
月
23
日
㊐

▼
規
制
区
間
・
予
定
時
刻

　【県
道
南
新
井
前
橋
線 

上
毛
大
橋
東
詰
〜
大
松
】
片
側
一
車
線
西
進

　
午
前
７
時
45
分
〜
９
時
ご
ろ

　【主
要
地
方
道
前
橋
伊
香
保
線
　大
松
〜
日
新
電
機
南
西
】
片
側
一
車
線
南
進

　
午
前
８
時
〜
９
時
15
分
ご
ろ

※

そ
の
他
の
区
間
お
よ
び
詳
細
に
つ
い
て
は

　
　http://m

aeshibu.jp

▼
問
合
せ
先

前
橋・渋
川
シ
テ
ィ
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
７
・
８
９
８
・
５
８
３
４

▼
営
業
時
間
　

リ
バ
ー
ト
ピ
ア
吉
岡 

正
午
〜
午
後
９
時

物
産
館
か
ざ
ぐ
る
ま 

午
前
11
時
〜
午
後
６
時

▼
問
合
せ
先

よ
し
お
か
温
泉
リ
バ
ー
ト
ピ
ア
吉
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
55
・
４
１
２
６

物
産
館
か
ざ
ぐ
る
ま
　
☎
25
・
７
５
３
４

よ
し
お
か
温
泉
リ
バ
ー
ト
ピ
ア
吉
岡
・
物
産

館
か
ざ
ぐ
る
ま
の
営
業
時
間
を
変
更
し
ま
す

第
４
回
前
橋・渋
川
シ
テ
ィ
マ
ラ
ソ
ン
に
伴
う
交
通
規
制

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

被
保
険
者
が
等
し
く
負
担
す
る

「
均
等
割
額
」と
、所
得
に
応
じ
て

決
ま
る「
所
得
割
額
」の
合
計
額
で

す
。

　

平
成
29
年
４
月
か
ら「
均
等
割

額
」の
軽
減
措
置
の
対
象
と「
所
得

割
額
」の
軽
減
割
合
、後
期
高
齢
者

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

軽
減
措
置
の
条
件
が
変
わ
り
ま
す医

療
保
険
の
被
保
険
者
に
な
る
前

に
被
用
者
保
険（
国
保
、国
保
組
合

は
除
く
）の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人

の「
均
等
割
額
」の
軽
減
割
合
が
変

更
に
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

均等割額５割軽減 「基礎控除額33万円＋ 27万円 ×同一世帯の被保険者数」以下の世帯

均等割額２割軽減 「基礎控除額33万円＋ 49万円 ×同一世帯の被保険者数」以下の世帯

所得割額２割軽減 「被保険者本人の総所得金額等の合計額−基礎控除額33万円」が、
58万円以下のとき

被扶養者軽減
（所得割額は賦課せず

均等割額７割軽減）
後期高齢者医療の被保険者資格を得た日の前日まで、被用者保険（国保、国保
組合は除く。）の被扶養者であった人

軽　減　内　容 軽　減　該　当　条　件
（均等割額の軽減は、同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計額で判定します。）

均等割額５割軽減 「基礎控除額33万円＋ 26万５千円 ×同一世帯の被保険者数」以下の世帯

均等割額２割軽減 「基礎控除額33万円＋ 48万円 ×同一世帯の被保険者数」以下の世帯

所得割額５割軽減 「被保険者本人の総所得金額等の合計額−基礎控除額33万円」が、
58万円以下のとき

被扶養者軽減
（所得割額は賦課せず

均等割額９割軽減）
後期高齢者医療の被保険者資格を得た日の前日まで、被用者保険（国保、国保
組合は除く。）の被扶養者であった人

平成28年度の保険料の軽減措置は

平成29年度から

でしたが、

に変更されます。
※被扶養者軽減に該当する人で、均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合が大きい方の軽減
　が適用されます。
※均等割額９割軽減と均等割額８．５割軽減に変更はありません。 
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群
馬
県
の
バ
ス
を
よ
り
便
利
に

す
る
た
め
、各
バ
ス
会
社
で
共
通

に
使
え
る
プ
リ
ペ
イ
ド
式
の
バ
ス

カ
ー
ド
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
人
は
、さ
ら
に
お

得
な
価
格
で
購
入
で
き
ま
す
。

　

お
出
か
け
の
際
は
、マ
イ
カ
ー

だ
け
で
な
く
バ
ス
の
利
用
も
ご
検

討
く
だ
さ
い
。

▼
利
用
で
き
る
バ
ス
会
社

㈱
群
馬
バ
ス
・
関
越
交
通
㈱
・
日
本

中
央
バ
ス
㈱
な
ど（
前
橋
・
高
崎
お

よ
び
隣
接
地
域
の
各
路
線
）

▼
販
売
場
所

各
バ
ス
会
社
営
業
所
・
委
託
販
売

店
な
ど（
車
内
で
購
入
で
き
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
バ

ス
会
社
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
利
用
方
法

乗
車
時　

乗
車
口
の
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
に
カ
ー
ド
を
通
し
ま
す（
整

理
券
は
不
要
で
す
）。

降
車
時　

運
賃
箱
の
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
に
カ
ー
ド
を
通
し
ま
す（
自

動
的
に
乗
車
区
間
の
大
人
一
人
分

が
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。複
数
人

で
の
利
用
、割
引
運
賃
適
用
者
、小

人
は
カ
ー
ド
を
通
す
前
に
乗
務
員

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
）。

　

公
共
交
通
の
利
用
促
進
と
高
校

生
な
ど
の
保
護
者
の
経
済
的
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
、同
一
名
義
の

定
期
券
購
入
費
が
１
カ
月
あ
た
り

７
千
円
を
超
え
る
場
合
、１
カ
月

あ
た
り
千
円
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
者　

町
内
在
住
で
、バ
ス

や
鉄
道
の
通
学
定
期
券
を
購
入
し

て
高
等
学
校
な
ど
に
通
学
す
る
生

徒
な
ど
の
保
護
者
。

※
た
だ
し
、町
税
の
滞
納
が
な
い

人
に
限
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法　

定
期
券
を
購
入
し

た
日
か
ら
使
用
期
限
終
了
後
２
カ

月
以
内
の
間
に
、①
～
④
の
書
類
を

政
策
室
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
吉
岡
町
高
校
生
等
公
共
交
通
通

学
支
援
補
助
金
交
付
申
請
書

※
認
印
が
必
要
で
す
。

※
交
付
申
請
書
の
様
式
は
政
策
室

窓
口
、ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

②
購
入
し
た
定
期
券
の
写
し

③
在
学
を
証
明
す
る
書
類（
学
生

証
の
写
し
、在
学
証
明
書
な
ど
）

④
振
込
先
金
融
機
関
の
預
金
通
帳

の
写
し（
口
座
名
義
人
の
ペ
ー
ジ
）

※
初
回
申
請
時
お
よ
び
振
込
先
変

更
時
の
み
必
要
で
す
。

お
得
な
バ
ス
カ
ー
ド
の
ご
案
内

平
成
29
年
度
高
校
生
等
公
共
交
通
通
学
支
援
補
助
金

利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た

バ
ス
に
乗
っ
て
出
か
け
よ
う
！

▼
敬
老
カ
ー
ド
の
注
意
点

　

一
般
カ
ー
ド
は
誰
で
も
購
入
で

き
ま
す
が
、敬
老
カ
ー
ド
は
町
在

住
の
65
歳
以
上
の
人
が
対
象
で

す
。な
お
、敬
老
カ
ー
ド
購
入
時
に

は
、本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許

証
・
保
険
証
な
ど
）を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
そ
の
他（
注
意
事
項
）

●
大
学
生
が
利
用
す
る
定
期
券
の
購

入
費
は
補
助
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
バ
ス
カ
ー
ド
、回
数
券
、現
金
、

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
利
用
は
、対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

●
提
出
さ
れ
た
申
請
書
に
対
し
、

そ
の
都
度
、補
助
金
を
交
付
し
ま

す
。初
回
申
請
の
後
、年
間
を
通
し

て
自
動
的
に
補
助
金
が
交
付
さ
れ

る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
お
支
払

い
出
来
ま
せ
ん
。な
お
、２
月
・
３

月
利
用
分
を
含
む
定
期
券（
平
成

29
年
度
補
助
対
象
分
）は
、平
成
30

年
4
月
末
日
ま
で
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

●
購
入
し
た
定
期
券
の
有
効
期
間

が
複
数
年
度
に
わ
た
る
場
合
は
、

年
度
ご
と
の
申
請
と
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

総
務
政
策
課 

政
策
室

☎
26
・
２
２
４
１（
直
通
）

町政ニュース

４月から１カ月あ
たりの定期購入費
の基準額が１万円
から７千円に引き
下げられました！

▼
問
合
せ
先

㈱
群
馬
バ
ス　

☎
０
２
７
・
３
７
１
・
８
５
８
８

関
越
交
通
㈱

☎
０
２
７
９
・
２
２
・
２
０
２
０

日
本
中
央
バ
ス
㈱

☎
０
２
７
・
２
８
７
・
４
４
２
２

券　　種
一般カード 敬老カード（65歳以上）

販売価格 利用可能額 販売価格 利用可能額

1,000円券 1,000円 �1,100円

2,000円券 1,500円 2,200円

3,000円券 3,000円 3,550円 2,250円 3,400円

5,000円券 5,000円 6,050円 3,750円 5,800円

●販売価格および利用可能額
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町
で
は
、在
宅
高
齢
者
や
障
が

い
者
で
、タ
ク
シ
ー
以
外
で
医
療

機
関
に
通
院
す
る
こ
と
が
困
難
な

人
に
、基
本
料
金
分
の
タ
ク
シ
ー

利
用
券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。希
望

す
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

　

満
70
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の

世
帯
員（
同
一
敷
地
に
親
族
が
い

な
い
者
）、身
体
障
害
者
手
帳
１
・

２
級
、療
育
手
帳
程
度
Ａ
・
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級
の
人

※
町
に
１
年
以
上
住
所
が
あ
る
在

宅
の
人
に
限
り
ま
す
。自
動
車
税

や
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て

い
る
者
が
世
帯
に
い
る
人
、生
活

保
護
者
は
対
象
外
で
す
。

　

町
で
は
、お
年
寄
り
や
運
転
免

許
証
を
持
た
な
い
人
が
タ
ク
シ
ー

を
利
用
す
る
際
に
支
払
う
運
賃
な

ど
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ

り
、地
域
の
公
共
交
通
手
段
の
一

つ
で
あ
る
タ
ク
シ
ー
が
交
通
弱
者

対
策
に
活
用
で
き
る
か
ど
う
か
実

証
実
験
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
参
加
が
こ
れ
か
ら
の

町
の
公
共
交
通
を
変
え
て
い
き
ま

す
。ぜ
ひ
、実
証
実
験
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

▼
対
象
者　

町
に
住
民
登
録
が
あ

り
、申
請
時
に
お
い
て
次
の
条
件

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
。

①
年
齢
満
75
歳
以
上
の
人

②
年
齢
満
19
歳
以
上
で
運
転
免
許

証
を
持
た
な
い
人

▼
利
用
助
成
券　

１
カ
月
に
４
枚

使
用
可
能
な
利
用
助
成
券（
１
枚

　

４
月
１
日
付
で
、山
畑
昌
子
さ

ん（
大
久
保
）、齊
木
直
子
さ
ん（
上

野
田
）の
２
人
が
総
務
大
臣
か
ら

行
政
相
談
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。 福

祉
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付

タ
ク
シ
ー
以
外
で
通
院
で
き
な
い
人
へ

相
乗
り
推
奨
タ
ク
シ
ー
運
賃
等
助
成
実
証
実
験
を
継
続

お
出
か
け
機
会
を
支
援
し
ま
す

行
政
相
談
委
員
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

▼
交
付
枚
数

一
世
帯
に
年
間
48
枚（
月
４
枚
）

▼
申
請
方
法

　

手
帳
、印
鑑
を
高
齢
福
祉
室
へ

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。申
請
書
が

用
意
し
て
あ
り
ま
す
。審
査
の
上
、

交
付
し
ま
す
。

※
本
人
や
家
族
以
外
が
申
請
す
る

場
合
は
、委
任
状
が
必
要
で
す
。

▼
問
合
せ
先　

健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

５
０
０
円
相
当
）を
３
カ
月
分
一

括
交
付
し
ま
す
。

※
１
回
の
乗
車
に
つ
き
１
人
１
枚

ま
で
使
用
可
能
。

▼
申
請
方
法　

事
前
に
申
請
し
、

利
用
助
成
券
の
交
付
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。申
請
用
紙
は
政
策
室
で

配
布
、ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
平
成
29
年
度
実
証
実
験
期
間

４
月
１
日
㊏
～
平
成
30
年
３
月
31

日
㊏

▼
そ
の
他　

実
証
実
験
の
検
証
に

あ
た
り
、利
用
者
の
人
に
は
報
告

書（
ア
ン
ケ
ー
ト
）の
提
出
を
依
頼

し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

総
務
政
策
課 

政
策
室

☎
26
・
２
２
４
１（
直
通
）

　

国
道
・
国
税
・
登
記
な
ど
の
業

務
、地
方
公
共
団
体
が
国
か
ら
委

任
や
補
助
を
受
け
て
い
る
業
務
に

苦
情
や
要
望
、意
見
の
あ
る
人
は

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
、月
に
一
度
、老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
い
ま
す
。

町政ニュース町政ニュース

実証実験のイメージ

1人で
乗れば

タクシー運賃は1,720円の
ままですが…

3人で
相乗り

１人あたり約600円で
乗ることができて…

１人あたり約100円の負担で
タクシーを利用することができます。

３人それぞれが本人名義の
利用助成券を使用した場合

実証実験では、上記イメージのような共同利
用（相乗り）を推奨しており、これにより一層
お得にタクシーを利用することが可能にな
ります。

タクシー運賃は
1,720円になります
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補
助
金
の
申
請
は
工
事
着
工
前

に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
額　

補
助
対
象
工
事
金
額（
税
込
み
）の

10
％（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

▼
補
助
額
上
限　

10
万
円

▼
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
要
件

①
申
請
者
が
所
有
し
、居
住
し
て

い
る
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事

②
町
内
に
住
所
を
有
す
る
事
業
所

が
行
う
工
事

③
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
て

か
ら
行
う
工
事

④
ほ
か
の
補
助
事
業
を
重
複
し
て

受
け
て
い
な
い
工
事

⑤
工
事
完
了
後
、実
績
報
告
書
を

平
成
30
年
２
月
28
日
ま
で
に
提
出

で
き
る
工
事

⑥
補
助
対
象
工
事
金
額（
税
込
み
）

が
20
万
円
以
上
の
工
事

▼
申
請
者
に
対
す
る
要
件

①
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
住
宅
に
住
民

登
録（
住
民
票
）が
あ
り
居
住
し
て

　
固
定
資
産
税
は
１
月
１
日
時
点
で
土
地・家
屋・償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
人
が
、町
に
納
め
る
税
金
で
す
。

　
固
定
資
産
の
所
有
者
に
、納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先　
財
務
課 

税
務
室　
☎
26・２
２
３
７（
直
通
）

吉
岡
町
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業
補
助
金
の
ご
案
内

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
は
町
内
の
事
業
所
へ

町政ニュース

http://www.town.yoshioka.gunma.jp/

い
る
人

②
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

③
過
去
に
吉
岡
町
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
促
進
事
業
補
助
金
を
受
け
て
い

な
い
人

▼
提
出
書
類

□
吉
岡
町
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進

事
業
補
助
金
交
付
申
請
書

※
様
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

□
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
前
の
住
宅
の

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

□
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
内
容
を
明
ら

か
に
す
る
図
面
の
写
し

□
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
見
積
書
の
写
し

□
申
請
者
の
町
税
の
完
納
証
明
書

□
対
象
住
宅
の
固
定
資
産
税
納
税

通
知
書
お
よ
び
土
地
・
家
屋
の
課

税
資
産
の
明
細
の
写
し（
ま
た
は

固
定
資
産
税
評
価
額
証
明
書
）

▼
提
出
・
問
合
せ
先

産
業
建
設
課 

産
業
振
興
室

☎
26
・
２
２
８
０（
直
通
）

平
成
29
年
度
の
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

4月から 認知症初期集中支援チームを開設 !
認知症は早期発見・早期対応が大切です。
気がかりな事がある時は、
まず地域包括支援センターに相談してください。
認知症初期集中支援チームとともに支援します。

本人・家族や周囲の人から相談を受け、看護師や社会福祉士
などの医療職と福祉職がチームとなって、認知症が疑われる
人や、認知症の人、その家族を訪問し、専門医（認知症サポー
ト医）の助言のもと、本人にとって必要なサービス、機関な
どにつなぐなどの支援を集中的に行います。

認知症初期集中支援チームとは

受
診
を
す
す
め
て
も

行
っ
て
く
れ
な
い…

介
護
サ
ー
ビ
ス
に

つ
な
が
ら
な
い…

認
知
症
の
症
状
に

ど
う
対
応
し
た
ら
よ
い
か

わ
か
ら
な
い…

40 歳以上で、自宅で生活をしており、かつ認知症が疑われる人や
認知症で困っている人。対 象　

開設場所・問合せ先　吉岡町地域包括支援センター ☎54－4323



11 吉岡町役場 ☎ 54—3111（代表）

町税・料金などの納付には、納め忘れが少なく便利な口座振替をぜひご利用ください。
口座振替は、振替希望口座の金融機関窓口で申込んでください。

口座振替には、群馬銀行、北群渋川農業協同組合、東和銀行、利根郡信用金庫、北群馬信用金庫、
しののめ信用金庫、ぐんまみらい信用組合、中央労働金庫、ゆうちょ銀行が利用できます。

内容などのお問い合わせは、各税目・料金の担当課までお願いします。
吉岡町役場　☎54‒3111（代表）

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

平成29年12月25日 平成30年1月4日

月 納期限

○現金納付する人は、納付書に記載の納付場所に納付書を持参の上納付してください。
○コンビニエンスストアでは、納付書は発行日から1年間利用できます。
○口座振替日は、納期限の日です。振替日前に残高の確認をお願いします。

ー 納付には口座振替が便利です！ー

平成29年度  町税・料金の納付カレンダー

平成29年
5月１日

平成29年
5月31日

平成29年
6月30日

平成29年
７月31日

平成29年
8月31日

平成29年
10月２日

平成29年
10月31日

平成29年
11月30日

税目ごとで
異なります

平成30年
１月31日

平成30年
2月28日

平成30年
４月２日

̶

̶

１期

̶

２期

３期

̶

４期

̶

̶

̶

̶

町県民税
普通徴収

１期

̶

̶

２期

̶

̶

３期

̶

４期

̶

̶

̶

固定資産
税

̶

全期

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

軽自動車
税

̶

̶

̶

１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

９期

国民健康
保険税

̶

̶

̶

１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

９期

介　護
保険料

̶

̶

̶

１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

９期

後期高齢者
医療保険料

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

保育料・
上下水道
使用料

４月

５月

６月

７月

̶

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

学　校
給食費

̶

̶

１期

̶

̶

２期

̶

̶

３期

̶

４期

̶

下水道受益者
負担金

合  計




